
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
経
理
規
則
例
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
例

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
経
理
規
則
例
（
昭
和
四
十
七
年
保
発
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
）
に
関
す
る
費
用
」
の
下
に
「
、
健
康
保
険
に
係
る
診
療
報
酬
及
び
出
産
育
児
一
時
金
等
」
を
加
え
る
。

第
二
条
中
「
関
す
る
診
療
報
酬
支
払
勘
定
」
の
下
に
「
、
健
康
保
険
診
療
報
酬
支
払
勘
定
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

健
康
保
険
診
療
報
酬
支
払
勘
定
に
お
い
て
は
、
健
康
保
険
に
係
る
診
療
報
酬
の
支
払
い
の
た
め
の
受
入
金
、
都
道
府
県
支

出
金
、
借
入
金
及
び
附
属
雑
収
入
を
も
っ
て
そ
の
歳
入
と
し
、
健
康
保
険
に
係
る
診
療
報
酬
の
支
払
い
の
た
め
の
支
出
金
、

借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子
並
び
に
附
属
諸
費
を
も
っ
て
そ
の
歳
出
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
経
理
規
則
例
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
例

新

旧

対

照

条

文

◎

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
経
理
規
則
例
（
昭
和
四
十
七
年
保
発
第
四
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
別
会
計
）

（
特
別
会
計
）

第
一
条

診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
の
業
務
並
び
に
国
民
健
康
保
険
に
係
る
診
療
報

第
一
条

診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
の
業
務
並
び
に
国
民
健
康
保
険
に
係
る
診
療
報

酬
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（

酬
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（

昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
に
定
め
る
公
費
負
担
医
療
（
以
下
「
公

昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
に
定
め
る
公
費
負
担
医
療
（
以
下
「
公

費
負
担
医
療
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
費
用
、
健
康
保
険
に
係
る
診
療
報
酬
及
び

費
負
担
医
療
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
費
用
の
支
払
の
業
務
（
以
下
「
審
査
支
払

出
産
育
児
一
時
金
等
の
支
払
の
業
務
（
以
下
「
審
査
支
払
業
務
」
と
い
う
。
）
並

業
務
」
と
い
う
。
）
並
び
に
、
レ
セ
プ
ト
電
算
処
理
シ
ス
テ
ム
の
経
費
に
関
す
る

び
に
、
レ
セ
プ
ト
電
算
処
理
シ
ス
テ
ム
の
経
費
に
関
す
る
○
○
県
国
民
健
康
保
険

○
○
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
の
経
理
を

団
体
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
の
経
理
を
一
般
会
計
と
区
分
し
て

一
般
会
計
と
区
分
し
て
行
う
た
め
、
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
を
設
置
す
る

行
う
た
め
、
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
を
設
置
す
る
。

。

（
勘
定
区
分
）

（
勘
定
区
分
）

第
二
条

診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
は
、
業
務
勘
定
並
び
に
国
民
健
康
保
険
診

第
二
条

診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
は
、
業
務
勘
定
並
び
に
国
民
健
康
保
険
診

療
報
酬
支
払
勘
定
、
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
診
療
報
酬
支
払
勘
定
、
健
康
保
険

療
報
酬
支
払
勘
定
、
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
診
療
報
酬
支
払
勘
定
及
び
出
産
育

診
療
報
酬
支
払
勘
定
及
び
出
産
育
児
一
時
金
等
に
関
す
る
支
払
勘
定
に
区
分
す
る

児
一
時
金
等
に
関
す
る
支
払
勘
定
に
区
分
す
る
。

。（
歳
入
及
び
歳
出
）

（
歳
入
及
び
歳
出
）
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第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

健
康
保
険
診
療
報
酬
支
払
勘
定
に
お
い
て
は
、
健
康
保
険
に
係
る
診
療
報
酬
の

（
新
設
）

支
払
い
の
た
め
の
受
入
金
、
都
道
府
県
支
出
金
、
借
入
金
及
び
附
属
雑
収
入
を
も

っ
て
そ
の
歳
入
と
し
、
健
康
保
険
に
係
る
診
療
報
酬
の
支
払
い
の
た
め
の
支
出
金

、
借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子
並
び
に
附
属
諸
費
を
も
っ
て
そ
の
歳
出
と
す
る
。

５

（
略
）

４

（
略
）
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